
宮島地域住民を対象とした説明会

課税対象外証明書の使用方法、新しくなる宮島口旅客ターミナルでの乗船方法など

説明会開催日時
・R5.8.31 etto宮島交流館　15：00～　18：30～
・R5.9.1　 etto宮島交流館　15：00～　18：30～
・R5.9.4　 宮島まちづくり交流センター杉之浦　18：30～



７月

税制度など

宮島町の区域の
住民を対象とした

説明会

宮島町の区域の
事業者を対象とした

説明会

８月 ９月 １０月

9/1 年払い制度手続き開始（宮島支所・本庁・大野支所）

10/1 徴収開始

●8/1 etto宮島交流館　15時・18時半

● 8/2 etto宮島交流館　15時・18時半

• 「千年先も、いつくしむ。」プロジェクトとは
• 宮島訪問税の制度概要
• 市から郵送する宮島地域住民用の課税対

象外証明書の発送時期
• 島内への通勤通学者用の課税対象外証明

書の申請方法　など

● 8/7 杉之浦市民センター　18時半

●8/31 etto宮島交流館　15時・18時半

● 9/1 etto宮島交流館　15時・18時半

• 課税対象外証明書の使用方法
• 新しくなる宮島口旅客ターミナルでの

乗船方法　など

● 9/4 杉之浦市民センター　18時半

●8/24 etto宮島交流館　14時・18時半

● 8/25 etto宮島交流館 14時・18時半
• 事業所等に就労している通勤者用課税対

象外証明書の申請方法、使用方法 など

臨時申請窓口
＠宮島支所

＠宮島支所・本庁・大野支所

通常申請窓口8/28-30

関連事業者を
対象とした説明会

●9/5・6 ゆめタウン廿日市 14時・16時

• 年払い制度
• 年払い証明書の申請方法、使用方法 など

＠宮島支所・本庁・大野支所通常申請窓口

●7/12
宮島町総代会
18時半

• スケジュール

宮島訪問税徴収開始までの説明会スケジュール
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宮島口旅客ターミナルの新しい駅務機器の利用方法

2※　宮島地域住民等が多く利用する宮島生活航路運航事業（ＪＲフェリー・松大汽船）での駅務機器の利用方法の説明です。



EV

EV

宮島口旅客ターミナルの動線（全体）
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観光案内所

アクアネット広島

松大汽船乗船口

松大汽船下船

JRフェリー乗船口

JRフェリー下船

集改札 集改札

海　側　

【宮島口→宮島】宮島口側で集改札の実施
　　　　　　　　　　（きっぷなどの確認）

ＪＲフェリーの変更点



宮島松大汽船の流れ

（宮島地域住民・通勤者・通学者の利用）
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【宮島松大汽船】　Ⅰ　券売機での乗船券の購入・改札

5

海　側　

1. 購入（券売機）
① 券売機のトップ画面の左下にあ

る「証明書」ボタンを押す。
　　～　ＱＲリーダが光る　～
② ㋐のＱＲリーダ（カメラ）に課

税対象外証明書のQRコードを
かざす。

③ 運賃のみの乗船券のボタンが表
示されるので、必要な券種のボ
タンを押して購入する。

④ 乗船券（QR付き）が発券され
るのでその乗船券を持って、自
動改札機へ向かう。

2. 改札（自動改札）
① 自動改札機の㋑のQRリーダ（カメラ）に乗船券QRコードをかざし、

ゲートを通過する。

ここに課税対象外証明書
のＱＲコードをかざします

券売機２
券売機３

自動改札機２

㋐

1. 購入（券売機） 1. 購入（券売機）2. 改札（自動改札）

乗船　

見　本
㋑

㋑
QRリーダ（カメラ）自動改札機 QR乗船券

ここに乗船券のＱＲコードをかざします
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１．改札（有人改札）
　(1) 証明書の提示（改札係員）
① 有人改札の係員に、「証明書とパスピーを持っていま

す」と申告する。
② 有人改札の係員に課税対象外証明書を提示し、係員

の確認を受ける。

1．改札（有人改札）
　(2) 運賃支払い

【宮島松大汽船】　Ⅱ　パスピーの改札

有人
改札

1. 改札（有人改札）
(1) 証明書の提示（改札係員）

① 係員の指示に従い、パスピー専用引き去り機にパスピーをタッチして運賃を
支払う。

１．改札（有人改札）
(2) 運賃支払い

海　側　
乗船　

パスピーの引き去り機課税対象外証明書を
係員に提示します

有人改札
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１．改札（有人改札）
　(1) 証明書の提示（改札係員）
① 有人改札の係員に、「証明書とICOCAを持っています」と申告する。
② 係員が機械を操作した後に、QRリーダに課税対象外証明書のQRコードをかざす。

1．改札（有人改札）
　(2) 運賃支払い

【宮島松大汽船】　Ⅲ　ICOCAの改札

① ICOCA引き去り機にICOCAをタッチして
運賃を支払う。

１．改札（有人改札）
(2) 運賃支払い

海　側　
乗船　

ICOCA引き去り機

ここに、課税対象外証明書
のＱＲコードをかざします

ICOCAを自動改札機にタッチすると運賃と宮島訪問税が引き去ら
れますので、必ず有人改札に進んで下さい。

有人改札 QRリーダ

有人
改札

1. 改札（有人改札）
(1) 証明書の提示（改札係員）
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1. 購入（有人きっぷ売場）
① 宮島側、宮島口側の松大汽船の有人きっぷ売場で、

課税対象外証明書を提示して、QR定期券を購入する。

2. 改札（自動改札）

【宮島松大汽船】　Ⅳ　QR定期券の購入・改札

① 自動改札機にあるQRリーダ（カメラ）に定期券のQRコードをかざして
通過する。

海　側　海　側　

宮島側の有人きっぷ売場 宮島口側の有人きっぷ売場

古い定期券をお持ちの方は、事前に有人
きっぷ売場で定期券と課税対象外証明書
を提示し、一度、確認を受けて下さい。

2. 改札（自動改札）

乗船　

宮島側ではこれまでどおり、係員に券面を提示します。

１．購入（有人きっぷ売場）

今後、松大汽船の定期券はQR定期券
に切り替わります。

QR定期券

ここに定期券のＱＲコードをかざします

QRリーダ（カメラ）自動改札機

有人
改札
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【宮島松大汽船】　Ⅴ　その他
　１.　自動車航送の場合

　２．　回数券の場合（人）

回数券は、運賃のみの回数券が販売されます。
宮島地域住民等の課税対象外の方が回数券を利用する場合は、有人改札で、係員に課税対象外証明書を提示し、回数券を渡し
て乗船して下さい。

自動車航送運賃は、運転者１名分の運賃が含まれ、同乗者は
別途、運賃が必要となります。
宮島地域住民等の課税対象外の方は、カーフェリー専用券売所
の係員に、課税対象外証明書（運転者、同乗者）を提示してく
ださい。宮島訪問税を含まない自動車航送券と乗船券が発券さ
れます。
カーフェリー専用券売所は、7：00から17：45までです。

　３．　回数券の場合（自動車航送）

回数券は、宮島訪問税を含まない自動車航送券です。
宮島地域住民等の課税対象外の方が自動車航送の回数券を利用する場合は、カーフェリーの改札係員に課税対象外証明書を提示
して下さい。

カーフェリー
専用券売所

整備後のイメージ図

カーフェリーフェリー

カーフェリー
の改札



ＪＲ西日本宮島フェリーの流れ

（宮島地域住民・通勤者・通学者の利用）

10



【ＪＲ西日本宮島フェリー】　Ⅰ　券売機での乗船券の購入・改札

11
EV

海　側　

① 券売機のトップ画面の左下にあ
る「証明書」ボタンを押す。

　　～　ＱＲリーダーが光る　～
② ㋐のＱＲリーダ（カメラ）に課

税対象外証明書のQRコードを
かざす。

③ 運賃のみの乗船券のボタンが表
示されるので、必要な券種のボ
タンを押して購入する。

④ 乗船券（QR付き）が発券され
るのでその乗船券を持って、自
動改札機へ向かう。

① 自動改札機の㋑のQRリーダ（カメラ）に乗船券QRコードをかざし、
ゲートを通過する。

ここに課税対象外証明書
のＱＲコードをかざします

㋐

券売機２

券売機３

自動改札機２

乗船　

1. 購入（券売機） 2. 改札（自動改札）

1. 購入（券売機）

1. 購入（券売機）

2. 改札（自動改札）

見　本

㋑

㋑

ここに乗船券のＱＲコードをかざします

QRリーダ（カメラ）自動改札機 QR乗船券



EV
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【ＪＲ西日本宮島フェリー】　Ⅱ　パスピーの改札

有人
改札

乗船　

1. 改札（有人改札）
(1) 証明書の提示（改札係員）

１．改札（有人改札）
(2) 運賃支払い

１．改札（有人改札）
　(1) 証明書の提示（改札係員）
① 有人改札の係員に、「証明書とパスピーを持っています」

と申告する。
② 課税対象外証明書を提示し、係員の確認を受ける。

1．改札（有人改札）
　(2) 運賃支払い
① 係員の指示に従い、パスピー専用引き去り機にパスピーをタッチして運賃を

支払う。

パスピーの引き去り機

課税対象外証明書を
係員に提示します

有人改札



EV
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【ＪＲ西日本宮島フェリー】　Ⅲ　ICOCAの改札

有人
改札

乗船　

1. 改札（有人改札）
(1) 証明書読み取り機（ＱＲリーダ）

１．改札（有人改札）
(2) 運賃支払い

１．改札（有人改札）
　(1) 証明書の提示（改札係員）
① 有人改札の係員に、「証明書とICOCAを持っています」と申告する。
② 係員が機械を操作した後に、QRリーダに課税対象外証明書のQRコードをかざす。

1．改札（有人改札）
　(2) 運賃支払い
① ICOCA引き去り機にICOCAをタッチして

運賃を支払う。

ICOCA引き去り機

ここに、課税対象外証明書
のＱＲコードをかざします

ICOCAを自動改札機にタッチすると運賃と宮島訪問税が引き去ら
れますので、必ず有人改札に進んで下さい。

QRリーダ 有人改札



EV
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【ＪＲ西日本宮島フェリー】　Ⅳ　磁気定期券（現行タイプ）の購入・改札

有人
改札

① 宮島側のJRフェリーの有人きっぷ
売場で購入する場合は、課税対
象外証明書を提示して、磁気定
期券（現行タイプ）を購入する。

宮島側の有人きっぷ売場

乗船　

1. 購入（宮島側の有人きっぷ売
場で購入する場合）

2. 改札（有人改札）

2. 改札（有人改札）
　(2) 磁気定期券の提示・確認

① 有人改札に進み、係員に磁気定期券を提示して確認を受ける。

JR駅 みどりの券売機

① JR宮島口駅等のみどりの券売機で購入する場合は、これまでどおりの方法で磁気定期券
を購入する。

1. 購入（JR宮島口駅等のみどりの券売機で購入する場合）

② JR駅のみどりの券売機で購入した
場合は、定期券を使用する前に、
JRフェリー有人きっぷ売場で課税
対象外証明書と定期券を提示し、
一度、確認を受けて下さい。

JRフェリーの単独の定期券は、宮島側の有人きっぷ売場とＪＲ宮島口駅のみどりの
券売機のみで販売されます。
フェリーと鉄道との連絡定期券は、宮島側の有人きっぷ売場と近郊のＪＲ駅のみどり
の券売機で販売されます。

古い定期券をお持ちの方は、事前に有人きっぷ売場で定期券と
課税対象外証明書を提示し、一度、確認を受けて下さい。

証明書と定期の
確認を受ける

宮島口側の有人きっぷ売場



EV
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【ＪＲ西日本宮島フェリー】　Ⅴ　ICOCA定期券の購入・改札

有人
きっぷ
売場

① JR宮島口駅や近郊のＪＲ駅のみどりの券売機又はモ
バイルICOCAで、通常どおりの手順でICOCA定期券を
購入する。

② ICOCA定期券を使用する前に、JRフェリー有人きっぷ
売場で課税対象外証明書と定期券を提示し、一度、
確認を受けておく。

乗船　

1. 購入（有人きっぷ売場） 2. 改札（自動改札）

2. 改札（自動改札）

① 自動改札機にあるICカードリーダにICOCA定期券をタッチして通過する。

JR駅 みどりの券売機

証明書と定期券
の確認を受ける

ICOCA定期券は、近郊のＪＲ駅のみどりの券売機で販売され
ます。（JRフェリーの窓口での販売はありません。）

ICOCA定期券ICカードリーダ自動改札機
JRフェリーの有人きっぷ売場
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【ＪＲ西日本宮島フェリー】　Ⅵ　その他
　１.　自動車航送の場合

　２．　回数券の場合（人）

回数券は、運賃のみの回数券が販売されます。
宮島地域住民等の課税対象外の方が回数券を利用する場合は、有人改札で課税対象外証明書を提示して、回数券を係員に渡し
て乗船して下さい。

自動車航送運賃は、運転者１名分の運賃が含まれ、同乗者
は別途、運賃が必要となります。
宮島地域住民等の課税対象外の方が運転する車両の場合は、
宮島口旅客ターミナルの券売機に課税対象外証明書ＱＲコー
ドをカメラにかざして宮島訪問税を含まない自動車航送券を購
入して下さい。
同乗者分の乗船券も、宮島口旅客ターミナルの券売機で乗船
券を購入して下さい。宮島地域住民等の課税対象外の方は、
課税対象外証明書ＱＲコードを券売機にかざして宮島訪問税
を含まない乗船券を購入して下さい。
自動車航送券は、浮桟橋にいるカーフェリーの改札係員に渡し
て下さい。

　３．　回数券の場合（自動車航送）

回数券は、宮島訪問税を含まない自動車航送券です。
宮島地域住民等の課税対象外の方が自動車航送の回数券を利用する場合は、桟橋のカーフェリーの改札係員に課税対象外証明
書を提示して下さい。

券売機券売所



課税対象外証明書の使用上の注意
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住民用課税対象外証明書の使用上の注意
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　Q1.　宮島以外に引っ越した場合は？

A1.　宮島町以外に引っ越した場合（住所を移転した場合）は、宮島支所または市役所本庁課税課に、住民用課税対象外証明書を返
却してください。

　Q２.　宮島町以外に引っ越した場合（住所を移転した場合）、住民用課税対象外証明書は使えなくなりますか？

A２.　生活航路運航事業者の駅務機器と住民用課税対象外証明書の電子的記録は連動しており、要件を喪失した証明書は利用できな
くなります。

　Q４.　住民用課税対象外証明書を他人に貸すことはできますか？

A４.　住民用課税対象外証明書の使用は本人のみです。この証明書の使用にあたり、本人の確認ができる書類等（免許証など）の提示
を求めることがあります。他人に貸すなどした場合、法令により罰せられることがあります。

　Q５.　住民用課税対象外証明書を紛失した場合はどうすればよいですか？
A５.　住民用課税対象外証明書を再発行しますので、宮島支所又は市役所本庁課税課で手続きを行ってください（手数料不要）。紛失

した証明書は、生活航路運航事業者の駅務機器で使用できなくなりますのでご注意ください。

　Q６.　住民用課税対象外証明書はいつも携帯しないといけないですか？
A６.　宮島訪問税の課税対象かどうかを船舶運航事業者が判別するためにフェリーに乗船する際は必ず携帯するようにお願いします。

　Q３.　宮島町以外に引っ越し、宮島町の区域になる事務所等や学校に通勤通学する場合はどのようになりますか？
A３.　新たに、通勤や通学用の課税対象外証明書を発行します。
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持続可能な宮島を、みんなのチカラで。

宮島訪問税 2023年10月1日開始

問合せ先：宮島企画調整課 宮島訪問税係（℡ 0829-30-9227）


